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　先の通常国会で成立した「新たな事業の創
出及び産業への投資を促進するための産業競
争力強化法等の一部を改正する法律」（改正
産業競争力強化法）が令和6年9月2日から
施行されている（一部除く）。改正産業競争
力強化法では、会社法の特例として、米国で
普及しているストックオプション・プールと
呼ばれる「募集新株予約権の機動的な発行」
に関する制度が創設されている。
　現行の会社法では、ストックオプションの
発行数等の募集事項を株主総会の特別決議に
よらなければならず、取締役会に委任するこ
とができる事項も具体的な発行数（上限内）
や金額（最低額以上）、割当日といった一部
に限定されることに加え、委任可能な有効期
間は1年間に制限されている。今回の会社法
の特例では、経済産業大臣及び法務大臣の確

認を受けることを要件として、取締役会に委
任することができる期間を会社設立から15
年間とするほか、権利行使価額及び権利行使
期間についても取締役会に委任することが可
能になっている（図表参照）。発行のたびに
株主総会の特別決議を行うことなく、ストッ
クオプションの柔軟かつ機動的な発行が可能
になるとされており、ストックオプションを
付与することで優秀な人材を確保するスター
トアップ企業にとっては大きな改正となって
いる。
　税制上の取扱いについても、経済産業省が
明らかにしたところによれば、ストックオプ
ション・プールにより発行されたストックオ
プションであっても、税制適格ストックオプ
ションとしての要件を満たしている限り、ス
トックオプション税制の適用が可能であると
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